
①進学を目指した学習の機会

軽度の発達障がいの場合、成人して年金の受給を受けられることはとても難しいです。

それはすなわち、将来、自分の生活を自分で作っていく必要があるという事です。

していく機会を得ること自体がとても難しいのが現状です。

一人ひとりが目標をもって、学習に取り組めるよう支援します。

②将来、自立した生活を営むための知識・技術の習得

炊事、洗濯、掃除、金銭管理、人付き合い・・・・将来、自立した生活を営むうえで必要な

スキルがたくさんあります。

障がいがあるからこそ、早いうちから沢山の経験、失敗や成功を経て学んでいく必要があり

ます。将来のために、「経験の積み重ね」が出来るよう支援します。

③体力・精神力の鍛錬

将来、就業できても、それを継続していくだけの体力・精神力がなければ意味がありません。

障がいがあるから、と配慮され、許されるのは児童、生徒である期間だけ。社会に出れば

他の健常者と同じレベルで評価される場面が多くなります。

様々な体験を通じて、最後までやり遂げることの苦しさ、達成感、を経験し、自分に自信が

持てるよう、耐える力、続ける力、強い身体、を育めるよう支援します。

学習支援、生活自立支援特化型　放課後等デイサービス

～next　ｓｏｃｉｏが支援します～

発達に障がいがあると、自身のレベルに合った学習をする機会を得ること、それを伸ば



●休業日

朝の会

グループ討議

昼食のメニューについての話し合い

作り方、材料などをＩＴ、本などで調べて書き出す

１１：００～ 設定した金額の範囲内で買い物をする

１１：３０～ 調理

１２：３０～ 昼食～片付け

１３：３０～ 今回の反省、次回に向けての話し合い

１４：３０～ 学習、認知トレーニング

１５：３０～ 筋力、体幹トレーニング

１６：００～ おやつ

１６：２０～ 帰りの会～そうじ

１７：３０～ サービス提供終了

１８：００～　　閉所（平日は１８：３０）

●放課後

１５：００～ 学習、認知トレーニング

１６：００頃 筋力、体力、認知トレーニング

おやつ（現金を個人管理）

１７：００～ 集団活動

（レクリエーション・ディスカッション等）

送り便の出発

学習支援、余暇活動支援（ＰＣ・製作等）

１９：００～ 閉所

※帰りは出来る限り、保護者迎えをお願いします。（送りもあります）

※中学生は、テスト期間中や受験前はそれに合わせた支援をします。

（対象児）市町村より通所受給者証の交付を受けており、上記のようなプログラムに適応できる

　 18歳以下の児童及び生徒

（送迎範囲）勝央中、津山東中、勝間田小　 （ＭＡＰ）

（送迎範囲）大崎、広野、高野、河辺、清泉小学校

（住　所）津山市西吉田４９１番地９

（営業日・サービス提供時間）

月曜日～土曜日

放課後　１４：３０～１７：３０

土曜・休業日　９：３０～１７：３０

（連絡先） ネ ク ス ト　     ソ    シ   オ

ｎｅｘｔ　ｓｏｃｉｏ

（ｔｅｌ）０８６８－３２－８７３３

☆活動の例

　９：３０～

１０：０0～

１７：３０～



（ＦＡＸ）０８６８－３２－８７３４


